
 

令和元年度事業計画 
事業期間 自 令和元年７月 １日 

至 令和２年６月３０日 

 

〈基本方針〉  
本協会は、平成３０年度の事業実績を検証し、令和元年度も公共嘱託業

務の適正かつ迅速な処理に向け、組織体制を一層確実なものとすることで、

公益法人としてのガバナンスの確立と内部統制の整備を図らなければな

らない。また、法令遵守そして個人情報の保護に務めるなど、透明性の高

い運営を心がけ、官公署はもとより国民からも一層信頼される組織を目指

し、チャレンジ精神をもって以下の事業を推進する。  

 

 今年度の公益目的事業「不動産に係る権利の明確化推進事業」の概要は

次のとおりである。  

１．公共嘱託登記に係る受託事業（法定事業）  

（１）登記測量（全部受託業務）の啓発  

（２）未登記処理業務の啓発  

（３）契約、積算事務に関する体制の強化  

（４）オンライン申請の促進  

２．地図整備の促進等に係る受託業務（関連事業）  

 （１）登記所備付地図作成業務の啓発及び対応  

（２）地籍調査事業の啓発及び対応 

（３）国土調査法第１９条第５項指定制度の活用  

（４）官民境界確認補助業務の啓発及び対応 

３．防災及び災害時支援事業（自主事業）  

 （１）官公署が主催する防災訓練への参加  

 （２）認定登記基準点整備事業の啓発及び対応  

４．土地の境界及び公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業（自主事業） 

 （１）研修会等の企画及び開催  

 （２）不動産登記及び土地の境界に関する市民無料相談の開催  

 



 

総 務 部 

１．組織関係  

（１）諸規則等の整備  

（２）効率的な事務運営の推進  

（３）会議及び研修会等の効率的な開催と円滑な運営  

（４）公益法人としての透明性を確保するための情報公開  

（５）公益法人としてのガバナンスの強化  

２．事業関係  

  不動産登記制度、調査士制度の啓発と公嘱協会の広報  

 

財 務 部  

公益法人として社会から信頼される会計情報の提供  

 

企 画 部 

１．防災及び災害時支援事業の推進 

２．土地の境界及び公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業推進 

３．社員教育の推進 

 

業 務 部 

業務部（推進）  

１．公共嘱託登記に係る受託事業の推進 

２．地図整備の促進等に係る受託事業の推進 

 

業務部（管理）  

１. 嘱託登記受託処理体制の強化と啓発活動 

２．公益目的事業推進会議の企画、開催 


